
�愛媛県告示第１１５９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに愛南町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ドラッグコスモス愛南店

南宇和郡愛南町御荘平城３９９１番１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２３年６月７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４８８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

５８台

イ 駐輪場の収容台数

４３台

ウ 荷さばき施設の面積

５０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前１０時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２２年１０月６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１１６０号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年１０月１９日から１１月１日まで

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１１６１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年１０月１９日から１１月１日まで

�������
�愛媛県告示第１１６２号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、宇和島港港湾施設の概要を次のとおり

公示する。

平成２２年１０月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

岸 壁
宇和島市大浦字長浦甲３

番５地先

延長 ２００．００メートル

水深 ５．５０メートル

道 路
宇和島市大浦字長浦甲４

番２１地先

延長 １３５．０２メートル

幅員 ８．５０メートル
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�愛媛県告示第１１６３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年１０月１９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年１０月８日

３ 指定道路の位置

四国中央市上分町字金澤１２０７番２の一部、１２１２番２の一部、１２０７

番２地先農道及び１２１２番２地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３９．４５メートル

� 幅員 ６．００メートル

�������
�愛媛県告示第１１６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２２年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 忠一郎 西予市三瓶町津布理１１２番地１
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�愛媛県告示第１１６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・上大道地区）の施行に平成２２年１０月８

日同意した。

平成２２年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１１６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・満倉地区）の施行に平成２２年１０月８日

同意した。

平成２２年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１１６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・瀬戸谷地区）の施行に平成２２年１０月８

日同意した。

平成２２年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１１６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・御在所地区）の施行に平成２２年１０月８

日同意した。

平成２２年１０月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県選挙管理委員会告示第７０号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

選挙管理委員会告示

愛 媛 県 報平成２２年１０月１９日 第２２１１号

７９５
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平成２２年１０月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略

岩城コミュニティセンター 省略

内子町就業改善センター 喜多郡内子町内子１５０２

番地

５０

うちこ福祉館 喜多郡内子町城廻３０１番

地１

１００

内子町内子スポーツセンタ

ー

喜多郡内子町五百木１９２

番地

３００

元程内小学校体育館 喜多郡内子町大瀬北９９０

番地

２００

参川福祉館 喜多郡内子町本川１９５５

番地１

３０

内子町参川地区体育館 喜多郡内子町中川３３５６

番地

２００

省略

鬼北町広見体育センター 北宇和郡鬼北町大字近

永８００番地１

省略

鬼北町農林業者トレーニン

グセンター

北宇和郡鬼北町大字下

鍵山７３４番地

省略

鬼北町富母里施設体育館 北宇和郡鬼北町大字父

野川上９３番地

省略

�愛媛県選挙管理委員会告示第７１号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年１０月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

渡部内科病院 省略

西条市民病院 西条市小松町妙口甲

１５２１

平成２２年１０月１９日

省略

２～５ 省略

施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略

岩城コミュニティセンター 省略

省略

愛治農業協同組合 北宇和郡鬼北町近永４３１

番地

８０

鬼北町広見体育センター 北宇和郡鬼北町近永８００

番地１

省略

鬼北町農林業者トレーニン

グセンター

北宇和郡鬼北町近永８００

番地１

省略

鬼北町富母里施設体育館 北宇和郡鬼北町父野川

上９３番地

省略

１ 病院

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

まなべ病院 西条市氷見丙４７７ 昭和５１年４月８日

渡部内科病院 省略

省略

２～５ 省略

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

平成２２年１０月１９日 発行

愛 媛 県 報平成２２年１０月１９日 第２２１１号

７９６


